
★税務署での確定申告相談★ 
　下記の日程で松山税務署でも確定申告相談を行います。
どなたでも、お気軽にご利用ください。なお、松山税務
署では、今年の確定申告期間中、２月19日（日）、２月26
日（日）に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受
付けを行います。 
期間　２月16日（木）～３月15日（水） 
※　土・日曜日、祝日を除きますが、２月19日（日）、26日（日）
は実施 

場所　松山税務署　松山市若草町４－３ 
　　　松山若草合同庁舎 
相談時間　９時～17時（ただし、12時～13時を除く） 
相談内容　所得税、消費税・地方消費税、贈与税の申告

書類などの作成 
持参資料 
①　申告書（税務署から送付された申告書をお持ちの方のみ） 
②　源泉徴収票 
③　印鑑、筆記用具 
④　所得計算に必要な書類 
⑤　医療費の領収書（医療費控除を受けようとする方） 
⑥　支払保険料の証明書 
⑦　還付金の受取口座のわかるもの　など 

★安全・確実・便利な振替納税のご利用を★ 
　所得税や個人事業者の消費税（地方消費税を含む）の
納税方法に、振替納税の制度があります。振替納税は、
現金を持ち歩く必要がなく、うっかり納税を忘れてしま
うこともありません。 
　手続きは簡単です。「預貯金口座振替依頼書」を、税務
署又は取引先の金融機関に提出すればＯＫです。なお、「預
貯金口座振替依頼書」用紙は、税務署又は金融機関にあ
ります。 
　まだ利用されてない方は、この機会にぜひご利用くだ
さい。 
　口座振替による納付日 
　　申告所得税　　　　　　４月20日（木） 
　　消費税及び地方消費税　４月27日（木） 
税務署での確定申告相談及び振替納税についての問い
合わせ 

松山税務署　　941－9121 
 
★自宅でできる国税電子申告・納税システム「e-Tax」★ 
　国税の申告・納税が、インターネットなどからできま
す。詳しくは、下記をご覧ください。 
　「e-Tax」ホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp 
　「e-Tax」問い合わせ　ヘルプデスク　　0570－015901

税務署からのお知らせ 税務署からのお知らせ 税務署からのお知らせ 
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税の確定申告が始まります！ 
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